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環境影響評価実施計画書 

事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事
務所の所在地 

名 称：広島市（環境局施設部施設課） 
代表者：広島市長 松井 一實 
所在地：広島市中区国泰寺町一丁目６番34号 

対象事業の目的  ｢第２章 2.1 対象事業の目的｣参照 

対象事業の名称 南工場建替事業 

対
象
事
業
の
内
容 

対象事業の種類 廃棄物焼却施設の設置 

対象事業の規模 300トン/日（連続運転式） 

対象事業の実施を予定している区域 
広島市南区東雲三丁目17番１号及び２号 
（南工場及び南環境事業所敷地内） 

その他既に決定されている対象事業
の内容に関する事項 

｢第２章 2.2 対象事業の内容｣参照 

対象事業の実施を予定している区域及びそ
の周囲の概況 

｢第３章 事業の実施を予定している区域及び 
その周囲の概況｣参照 

広島市環境影響評価条例第5条の規定に基づ
き行った環境の保全についての配慮の内容 

｢第４章 環境配慮事項｣参照 

対象事業に係る環境影響評価の項目並びに
調査，予測及び評価の手法 

｢第５章 環境影響評価の項目並びに調査、予
測及び評価の手法｣参照 

対象事業の実施に際して必要な許認可等の
種類及び根拠となる法令の規定並びに当該
許認可等を行う者の名称 

｢第６章 事業に係る許認可、届出等｣参照 

対象事業の実施に際して必要な特定届出の
種類及び根拠となる法令の規定並びに当該
特定届出の受理を行う者の名称 

｢第６章 事業に係る許認可、届出等｣参照 

その他  
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注：本文中において、同一のページ内や関連する文章内に複数の和暦年度の標記がある場合は、

和暦年度の後の（ ）内に４桁の数字で西暦を併記しています。  




